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健発０５３１第１２号 
令 和 ５ 年 ５ 月 3 1 日 

 
都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿          
特別区長 

 
厚生労働省健康局長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正に

ついて 
 
 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正す

る件（令和５年厚生労働省告示第 207 号。以下「新基本指針」という。）（別添参

照）が、本日告示され、令和６年４月１日から適用することとされたところであ

るが、その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内

市町村、関係団体及び関係機関等に対する周知についてよろしく御配慮願いた

い。 

 なお、平成 24 年７月 10 日健発 0710 第１号厚生労働省健康局長通知は、令和

６年３月 31 日をもって廃止する。 

 

記 
 
１ 改正の趣旨 

  厚生労働大臣は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第７条第１項の規

定に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以

下「基本方針」という。）を定めるものとされており、現行の基本方針（以下

「旧基本方針」という。）は、平成 24 年厚生労働省告示第 430 号をもって告示

されている。 

  今般、旧基本方針の理念に基づく「二十一世紀における第二次国民健康づく

り運動（健康日本 21（第二次））」（以下「健康日本 21（第二次）」という。）が

令和５年度末で終了となることから、令和６年度からの「二十一世紀における

第三次国民健康づくり運動（健康日本 21（第三次）」（以下「健康日本 21（第

三次）」という。）の開始に併せ、旧基本方針を見直すこととし、その全部改正

を行うこととした。 

 

２ 改正の内容 
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  新基本方針は、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会

の実現に向け、誰一人取り残さない健康づくりの展開（Inclusion）とより実

効性をもつ取組の推進（Implementation）を通じて、国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本的な事項を示し、令和６年度から令和 17 年度まで

の健康日本 21（第三次）を推進するものであるが、具体的な内容は以下のと

おりである。 

（１）国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 

  ア 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

    全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のた

め、個人の行動と健康状態の改善に加え、個人を取り巻く社会環境の整備

やその質の向上を通じて、健康寿命の延伸及び健康格差（地域や社会経済

状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう。以下同じ。）の縮小を実

現する。その際、個人の行動と健康状態の改善とそれらを促す社会環境の

質の向上との関係性を念頭に取組を進める。 

    なお、個人の行動と健康状態の改善のみが健康寿命の延伸・健康格差の

縮小につながるわけではなく、社会環境の質の向上自体も健康寿命の延

伸・健康格差の縮小のための重要な要素であることに留意が必要である。 

  イ 個人の行動と健康状態の改善 

    国民の健康増進を推進するに当たっては、栄養・食生活、身体活動・運

動、休養・睡眠、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善

（リスクファクターの低減）に加え、これらの生活習慣の定着等による生

活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防及び合併症の発症や症状の進展等の重症

化予防に関し、引き続き取組を進める。 

    一方で、生活習慣病（ＮＣＤｓ）に罹患せずとも、日常生活に支障を来

す状態となることもある。ロコモティブシンドローム（運動器症候群をい

う。以下同じ。）、やせ、メンタル面の不調等は生活習慣病（ＮＣＤｓ）が

原因となる場合もあるが、そうでない場合も含めてこれらを予防するこ

とが重要である。また、既にがん等の疾患を抱えている人も含め、「誰一

人取り残さない」健康づくりの観点から、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症

予防及び重症化予防だけではない健康づくりが重要である。 

    これらを踏まえ、生活機能の維持・向上の観点も踏まえた取組を推進す

る。 

  ウ 社会環境の質の向上 

    健康日本 21（第二次）の期間中の動向も踏まえ、関係省庁とも連携し

つつ、取組を進める。 

    就労、ボランティア、通いの場等の居場所づくりや社会参加の取組に加
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え、各人がより緩やかな関係性も含んだつながりを持つことができる環

境整備や、こころの健康を守るための環境整備を行うことで、社会とのつ

ながり・こころの健康の維持及び向上を図る。 

    健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする自然に健康

になれる環境づくりの取組を実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い

対象に向けた健康づくりを推進する。 

    誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備として、保健・医

療・福祉等へのアクセスの確保に加え、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レ

コード）をはじめとする自らの健康情報を入手できるインフラの整備、科

学的根拠に基づく健康に関する情報を入手・活用できる基盤の構築や、周

知啓発の取組を行うとともに、多様な主体が健康づくりに取り組むよう

促す。 

  エ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

    社会がより多様化することや、人生 100 年時代が本格的に到来するこ

とを踏まえれば、アからウまでに掲げる各要素を様々なライフステージ

（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう。以下

同じ。）において享受できることがより重要であり、各ライフステージに

特有の健康づくりについて、引き続き取組を進める。 

    加えて、現在の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の

影響を受ける可能性や、次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があるも

のである。 

    これらを踏まえ、ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るま

での人の生涯を経時的に捉えた健康づくりをいう。以下同じ。）について、

健康づくりに関連する計画等とも連携しつつ、取組を進める。 

（２）国民の健康の増進の目標に関する事項 

  ア 目標の設定と評価 

    国は、全国的な目標を設定し、広く国民や関係者に対してその目標を周

知するとともに、継続的に指標の推移等の調査及び分析を行い、その結果

に関する情報を国民や関係者に還元することにより、関係者をはじめ広

く国民一般の意識の向上を図り、及び自主的な取組を支援するものとす

る。 

    国が具体的な目標を設定するに当たっては、健康に関する科学的根拠

に基づくこととし、実態の把握が継続的に可能なものとする。 

    また、具体的な目標は、計画期間における諸活動の達成状況の評価を目

的として設定すべきであり、かつ、評価を行う時点で実際に到達したかど
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うか確認できるものが望ましいことから、具体的な目標については、計画

開始後のおおむね９年間（令和 14 年度まで）を目途として設定すること

とする。 

    計画開始後６年（令和 11 年度）を目途に全ての目標について中間評価

を行うとともに、計画開始後 10 年（令和 15 年度）を目途に最終評価を行

うことにより、目標を達成するための諸活動の成果を適切に評価し、その

後の健康増進の取組に反映する。中間評価及び最終評価の際に用いる比

較値（以下「ベースライン値」という。）については、令和６年度までの

最新値とする。 

    中間評価や最終評価等の事後的な実態把握のため、具体的な目標の設

定に当たっては、公的統計等をデータソースとする。 

  イ 目標設定の考え方 

   ① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

     健康寿命については、学術的に概念や算定方法が一定程度確立して

いること、令和22年までの健康寿命の延伸目標が定められていること、

国民の認知度が高いこと等を踏まえ、健康日本 21（第二次）から引き

続き健康寿命の延伸を実現されるべき最終的な目標とする。また、社会

環境の質の向上等を通じて、各生活習慣等についての格差を縮小する

ことで、健康寿命の地域格差の縮小も目指す。具体的な目標は、別表第

一のとおり設定する。 

   ② 個人の行動と健康状態の改善 

    ⅰ 生活習慣の改善 

      栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙及び歯・

口腔の健康に関する目標は、それぞれ次の考え方に基づき、別表第二

のとおり設定する。 

      栄養・食生活は、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の予防のほか、生活機能

の維持・向上の観点からも重要である。目標は、適正体重の維持に加

え、適切な食事として、バランスの良い食事を摂っている者の増加、

野菜摂取量の増加、果物摂取量の改善及び食塩摂取量の減少につい

て設定する。 

      身体活動・運動は、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の予防のほか、生活機

能の維持・向上の観点からも重要である。目標は、次世代を含む運動

習慣の定着及び身体活動量の増加について設定する。 

      休養・睡眠については、これらを日常生活に適切に取り入れること

が、心身の健康の観点から重要である。目標は、十分な睡眠による休
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養の確保、睡眠時間の確保及び労働時間の縮減について設定する。 

      飲酒は、生活習慣病（ＮＣＤｓ）をはじめとする様々な健康障害の

リスク要因となり得るのみならず、事故等の社会的な問題の要因と

なり得る。目標は、生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲

酒している者の減少及び20歳未満の者の飲酒の防止について設定す

る。 

      喫煙は、がん、循環器病、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患を

いう。以下同じ。）等の予防可能な危険因子であり、喫煙による健康

被害を回避することが重要である。目標は、20 歳以上の者の喫煙の

減少、20 歳未満の者の喫煙及び妊娠中の喫煙の防止について設定す

る。 

      歯・口腔の健康については、これが社会生活の質の向上に寄与する

こと等の観点から、歯科疾患の予防や口腔機能の獲得・維持・向上等

の歯・口腔の健康づくりが重要である。目標は、歯周病予防、よく噛

んで食べることができる者の増加及び歯科検診の受診者の増加につ

いて設定する。 

    ⅱ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防 

      高齢化に伴い生活習慣病（ＮＣＤｓ）の有病者数の増加が見込まれ

ており、その対策は国民の健康寿命の延伸を図る上で引き続き重要

な課題である。このため、生活習慣の改善等により多くが予防可能で

あるがん、循環器病、糖尿病及びＣＯＰＤに関する目標を別表第二の

とおり設定する。 

      なお、国際的には、これら４つの疾患は重要なＮＣＤｓとして捉え

られ、予防及び管理のための包括的な対策を講ずることが重視され

ている。 

      がんは、我が国の主要な死因であり、禁煙等の生活習慣の改善を通

じた予防等に取り組むことで、罹患率・死亡率の減少を目標とする。

加えて、早期発見を促すために、がん検診の受診率の向上を目標とす

る。 

      循環器病は、我が国の主要な死因であり、脳血管疾患及び心疾患の

発症の危険因子となる高血圧の改善、脂質高値の減少、これらの疾患

による死亡率の減少等を目標とする。 

      糖尿病は、患者数が多く、重大な合併症を引き起こすおそれがあり、

発症予防や重症化予防が重要である。このため、有病者の増加の抑制、

血糖値の適正な管理、治療中断者の減少及び合併症の減少を目標と
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する。 

      また、循環器病及び糖尿病の発症予防・重症化予防のため、メタボ

リックシンドローム、特定健康診査及び特定保健指導に関する目標

を設定する。 

      ＣＯＰＤは、喫煙が最大の発症要因であるため、禁煙による予防が

効果的であるとともに、早期発見が重要である。予防・早期発見を通

じ、死亡率の減少を目標とする。 

    ⅲ 生活機能の維持・向上 

      健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の予防と

ともに、心身の健康を維持し、生活機能を可能な限り向上させること

が重要である。身体の健康に関連し、ロコモティブシンドロームの予

防や骨粗鬆症検診についての目標を、こころの健康に関連し、うつや

不安の軽減に関する目標を設定する。 

      これらの具体的な目標は、別表第二のとおり設定する。 

   ③ 社会環境の質の向上 

     以下に示す各目標の達成を通じて、個人の行動と健康状態の改善を

促し、健康寿命の延伸を図る。具体的な目標は、別表第三のとおり設定

する。 

    ⅰ 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

      社会とのつながりについては、ソーシャルキャピタルの醸成が健

康に影響するとされている。このため、地域の人々とのつながりや

様々な社会参加を促すことを目標として設定する。 

      また、関連する栄養・食生活分野の目標として、地域等で共食して

いる者の増加を設定する。 

      加えて、こころの健康について、地域や職域等様々な場面で課題の

解決につながる環境整備を行うことが重要である。このため、メンタ

ルヘルス対策に取り組む事業場や心のサポーターに関する目標を設

定する。 

    ⅱ 自然に健康になれる環境づくり 

      自然に健康になれる環境づくりとして、栄養・食生活、身体活動・

運動、喫煙をはじめとする分野で取組が進められており、これらの取

組の推進に関する目標を設定する。具体的には、「健康的で持続可能

な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」、「居心地が良く歩き

たくなる」まちなかづくり等による身体活動・運動に取り組みやすい

環境整備及び受動喫煙環境に関する目標について設定する。 
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    ⅲ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

      誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備には、地方公

共団体だけでなく、企業、民間団体等様々な主体が自発的に健康づく

りに取り組むことが重要である。このため、地方公共団体、企業、民

間団体等が参画するプラットフォームや健康経営に関する目標を設

定する。また、栄養・食生活分野での取組として、特定給食施設（特

定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設をいう。以下

同じ。）に関する目標を設定する。加えて、各事業場において必要な

産業保健サービスを提供している事業場に関する目標を設定する。 

   ④ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

     ライフステージに特有の健康づくりやライフコースアプローチの取

組を進める必要がある。特にこども、高齢者及び女性に関する目標を設

定する。 

     幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも

大きく影響を与えるため、こどもの健康を支える取組を進める必要が

ある。こども自身に加え、妊婦の健康増進を図ることが重要である。こ

うした観点から、こどもの頃からの運動習慣の獲得、適正体重のこども

の増加並びに 20 歳未満の者の飲酒及び喫煙に関する目標を設定する。 

     高齢期に至るまで健康を保持するためには、高齢者の健康を支える

だけでなく、若年期からの取組が重要である。こうした観点から、適正

体重の高齢者の増加、ロコモティブシンドロームの予防及び社会参加

の促進に関する目標を設定する。 

     女性については、ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化

するという特性等を踏まえ、人生の各段階における健康課題の解決を

図ることが重要である。このため、女性に多いやせ、骨粗鬆症等の健康

課題、男性とは異なる傾向にある女性の飲酒及び妊婦に関する目標を

設定する。 

     これらの具体的な目標は、別表第四のとおり設定する。 

（３）都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な

事項 

  ア 健康増進計画の目標の設定と分析・評価等 

    都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に当たっては、

地方公共団体は、人口動態、医療・介護をはじめとする各分野の統計やデ

ータベース等の地域住民に関する各種指標を活用しつつ、地域の社会資

源等の実情を踏まえ、独自に必要な課題を選択し、その到達すべき目標を
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設定し、定期的に分析・評価を行った上で、改定を実施することとする。 

    国は、地方公共団体における都道府県健康増進計画及び市町村健康増

進計画の策定の支援を行う。 

  イ 都道府県の役割と都道府県健康増進計画 

    都道府県は、庁内の関連する部局が連携して都道府県健康増進計画を

策定することとし、当該計画において、国が設定した目標を勘案しつつ、

具体的な目標を設定する。また、区域内の市町村ごとの健康状態や生活習

慣の状況の差の把握を行い、地域間の健康格差の是正に向けた取組を位

置付けるよう努めるものとする。 

    都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険

者、企業、教育機関、民間団体等の関係者の連携強化のための中心的役割

を担い、データの活用や分析を積極的に行い、市町村における市町村健康

増進計画の策定の支援を行う。 

    保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点として、健康づ

くりに関する情報を収集・分析し、地域の住民や関係者に提供するととも

に、地域の実情に応じ、市町村における市町村健康増進計画の策定の支援

を行う。 

    都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策定する医療

法（昭和 23 年法律第 205 号）に規定する医療計画、高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）に規定する都道府県医療費適正

化計画、介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定する都道府県介護保

険事業支援計画、がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号）に規定する都

道府県がん対策推進計画、都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関す

る法律（平成 23 年法律第 95 号）に規定する基本的事項、健康寿命の延伸

等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基

本法（平成 30 年法律第 105 号）に規定する都道府県循環器病対策推進計

画に加え、データヘルス計画、成育過程にある者及びその保護者並びに妊

産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的

な推進に関する法律（平成 30 年法律第 104 号）に規定する成育医療等の

提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針その他の都道府

県健康増進計画と関連する計画等との調和に配慮する。 

  ウ 市町村の役割と市町村健康増進計画 

    市町村は、都道府県や保健所とも連携しつつ、また、庁内の関連する部

局が連携して市町村健康増進計画の策定に努めるものとする。 

    市町村は、国や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な目標を
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設定するよう努めるものとする。 

    市町村は、市町村健康増進計画を策定するに当たっては、医療保険者と

して策定する高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査

等実施計画、市町村が策定する介護保険法に規定する市町村介護保険事

業計画に加え、データヘルス計画その他の市町村健康増進計画と関連す

る計画との調和に配慮する。 

    また、市町村は、健康増進法に基づき実施する健康増進事業について、

市町村健康増進計画において位置付けることが望ましい。 

 

  エ 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定 

   ① 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画と政策的に関連が深

い他計画との一体的策定 

     都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定については、

政策的に関連が深い他の計画等に定める内容が、当該都道府県健康増

進計画及び市町村健康増進計画に定める内容と重複する場合には、当

該都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画とそれらの計画を一

体のものとして策定することも可能である。 

     なお、政策的に関連が深い計画として、例えばイ及びウに掲げる計画

が考えられるが、それ以外の計画についても、各地方公共団体において

政策的に関連が深い計画であると判断する場合には、一体のものとし

て策定して差し支えない。 

   ② 他の市町村との市町村健康増進計画の共同策定 

     市町村健康増進計画の策定については、地域の実情を踏まえ、特段の

支障がない場合は、複数の市町村で共同策定することも可能である。 

 

（４）国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基

本的な事項 

  ア 調査及び研究の活用 

    国は、国民健康・栄養調査等の企画を行い、効率的に実施する。あわせ

て、個人の行動と健康状態の改善及び社会環境の質の向上に関する調査

研究についても推進する。 

    国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民健康・栄養調査、

都道府県等による健康・栄養調査、国民生活基礎調査、健康診査（いわゆ

る「健診」と「検診」の両方を含むものとする。）等に関する各種統計・

データベース、その他の収集した情報等に基づき、現状分析を行うととも
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に、健康増進に関する施策の評価を行い、それらの結果等を踏まえ、必要

に応じて施策の見直しを行う。 

    また、これらの調査等により得られた分析・評価の結果については、積

極的な公表に努める。 

    さらに、国及び地方公共団体は、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコー

ド）の利活用を更に進めるとともに、保健医療情報に関するビッグデータ

をはじめとする情報の収集・分析を行い、その結果等を踏まえ、国民や関

係者が効果的な健康増進施策を実施することができる仕組みを構築する

よう努める。 

  イ 研究の推進 

    国、地方公共団体、独立行政法人等においては、社会実装も見据えつつ、

国民の社会環境や生活習慣と生活習慣病（ＮＣＤｓ）との関連等に関する

研究を推進し、研究結果に関して的確かつ十分な情報の提供を国民や関

係者に対して行う。また、新たな研究成果については、効果的な健康増進

の実践につながるよう支援を行っていくことが必要である。 

（５）健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 

   健康増進事業をより効果的に進めるためには、健康増進事業実施者間で

連携・協力を進めることが不可欠である。 

   例えば、健康増進事業のうちの健康診査の場合、健康診査に関するデータ

について、健康増進事業実施者間で共有を図ることで、転居や転職、退職等

があっても効果的な健康づくりを行うことが可能となる。また、受診率向上

に向けて健康増進事業実施者間で連携し、複数の健康診査を同時に実施す

ることも考えられる。 

   なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、

これらのほか、健康増進法に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査

の実施等に関する指針の定めるところによる。 

（６）食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関

する正しい知識の普及に関する事項 

  ア 基本的な考え方 

    健康増進には、国民の意識と行動の変容が重要であることから、国民の

主体的な取組を支援するため、国民に対する十分かつ的確な情報提供が

必要である。このため、情報提供を行う際には、科学的知見に基づき、分

かりやすく、国民の健康増進の取組に結び付きやすい魅力的、効果的かつ

効率的なものとなるよう工夫する。さらに、個人の生活習慣に関する情報
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に加え、社会環境の重要性についても認識を高めるよう工夫する。また、

正しい知識の普及を通じて、健康増進に係るスティグマの解消に努める。 

    情報提供に当たっては、マスメディア、ホームページやＳＮＳ、学校教

育、健康相談等多様な経路を活用するとともに、対象者の特性に応じた効

果的な働きかけを、複数の方法を組み合わせて行うことが重要である。あ

わせて、国民に対して様々な媒体で流布されている情報には、誤った情報

や著しく偏った不適切な情報が含まれ得ることについて注意喚起を行う。

また、情報取得や意思疎通に配慮が必要な者を含めあらゆる国民が正し

い情報にアクセスできるような環境整備に努める。 

    国は、地方公共団体、企業、民間団体等が参画するプラットフォームも

活用し、正しい知識の普及に努める。地方公共団体は、地域の実情に応じ

た取組を行う。 

  イ 健康増進普及月間等 

    ９月を健康増進普及月間とし、国、地方公共団体、企業、民間団体等が

行う様々なイベントや広報活動等の普及啓発活動等を通じ、国民の自覚

を高めるほか、社会全体で健康づくりを支え合う環境を醸成するための

健康増進の取組を一層促進することとする。 

    また、当該取組が一層効果的となるよう、併せて、食生活改善普及運動

を９月に実施する。 

    加えて、女性の健康問題に対する意識を高めるため、３月１日から同月

８日までを女性の健康週間とし、たばこ・受動喫煙対策を更に推進するた

め、５月 31 日から６月６日までを禁煙週間とする。 

    健康増進普及月間、食生活改善普及運動、女性の健康週間及び禁煙週間

（以下「健康増進普及月間等」という。）の実施に当たっては、地域の実

情に応じた課題を設定し、健康に関心の薄い者も含めてより多くの住民

が参加できるように工夫するよう努めることが必要である。また、地域に

おける活動のほか、国、地方公共団体、企業、民間団体等が相互に協力し

て、健康増進普及月間等の重点的かつ効果的な実施を図る。 

（７）その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 

  ア 多様な主体による連携及び協力 

    誰一人取り残さない健康づくりを効果的に展開するためには、行政だ

けでなく、地域の関係者や民間部門の協力が必要である。保健、医療、福

祉の関係機関及び関係団体並びに大学等の研究機関、企業、教育機関、Ｎ

ＰＯ、ＮＧＯ、住民組織等の関係者が連携し、効果的な取組を行うことが
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望ましい。地方公共団体は、これらの関係者間の意思疎通を図りつつ、協

力を促していくことが望ましい。 

  イ 関係する行政分野との連携 

    健康増進の取組を推進するには、国と地方公共団体のいずれにおいて

も、様々な分野との連携が必要である。医療、食育、産業保健、母子保健、

生活保護、生活困窮者自立支援、精神保健、介護保険、医療保険等の取組

に加え、教育、スポーツ、農林水産、経済・産業、まちづくり、建築・住

宅等の分野における取組と積極的に連携することが必要である。 

  ウ 具体的な方策の策定 

    国民の健康の増進に関する目標達成のために、国と地方公共団体のい

ずれにおいても、予算・人員の確保に努めることが必要である。国は、地

方公共団体の取組に資するよう、具体的な方策（アクションプラン）等の

策定に取り組む。 

  エ デジタル技術の活用 

    デジタル技術を積極的に活用することで、より効果的・効率的に健康増

進の取組を進めることが望ましい。こうした中で、オンラインやアプリケ

ーション、ウェアラブル端末等のＩＣＴを用いたサービスを活用した健

康づくりを検討し、その際、民間事業者との連携も視野に入れて取組を推

進する。あわせて、事務手続のデジタル化等も検討することが必要である。

加えて、人工知能等、今後実用化が進むことが予想されるデジタル技術に

ついても、科学的根拠を踏まえつつ、健康づくりにおける活用を検討する。 

    なお、デジタル格差により必要な健康増進の取組が受けられない等の

格差につながらないよう留意する必要がある。 

  オ 人材の育成 

    健康増進の取組には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理

栄養士等の様々な専門職等が携わっており、国及び地方公共団体は、これ

らの人材の確保及び資質の向上に努めるものとする。また、これらの人材

が自己研鑽に励むことができるような環境整備を行う。加えて、これらの

人材の連携（多職種連携）が進むよう支援を行う。 

  カ その他考慮すべき事項 

    計画期間中には、様々な社会における変化が発生し得る。国、地方公共

団体等は、地球温暖化をはじめとする気候変動、災害、新興・再興感染症

の拡大、孤独・孤立の深刻化等による健康影響についても考慮しながら、

健康増進に関する施策を進めることが必要である。 
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３ 新基本指針の詳細 

  新基本指針について、その詳細な趣旨、内容等については「健康日本 21（第

三次）推進のための説明資料」（以下「説明資料」という。）にてお示しして

いるので、参照いただきたい。 

（※）説明資料については、以下の厚生労働省ホームページに掲載。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kenkounippon21_00006.html 

 

 


